
質
問
一

降
雪
被
害
へ
の
考
え
方
は
。

二

市
の
降
雪
被
害
に
よ
る
支
出
額
は
。

三

被
災
者
に
対
す
る
特
別
な
対
応
の

考
え
は
。

四

被
災
軽
自
動
車
へ
の
軽
自
動
車
税

の
軽
減
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

降
雪
被
害
の
支
援

は
、
災
害
時
の
見
舞
金
や
弔
慰
金
な
ど

の
給
付
や
融
資
の
制
度
が
あ
る
。
対
象

は
家
屋
全
半
壊
な
ど
で
、
今
回
の
雪
害

で
は
該
当
す
る
被
害
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
農
業
用
施
設
の
被
害
は
生
計
の

確
保
に
直
結
す
る
の
で
、
国
や
県
と
と

も
に
支
援
を
行
っ
た
。
ま
た
、
損
害
保

険
の
適
用
に
な
る
場
合
は
市
で
被
災
証

明
を
発
行
す
る
。

二

降
雪
被
害
の
市
の
支
出
額
は
、
農

業
者
営
農
再
開
支
援
補
助
金
、
除
雪
用

重
機
の
借
り
上
げ
、
倒
木
等
の
処
理
、

職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
等
、
総
額
は

約
２
億
３
５
６
９
万
円
で
あ
る
。

三

一
部
の
自
治
体
で
屋
根
や
カ
ー
ポ

ー
ト
な
ど
の
被
害
に
対
し
修
理
費
の
補

助
を
独
自
で
行
っ
て
は
い
る
が
、
個
人

の
資
産
に
対
し
ど
こ
ま
で
公
的
支
援
を

す
べ
き
か
判
断
は
難
し
い
の
で
、
現
段

階
で
は
新
た
な
公
的
支
援
制
度
は
考
え

て
い
な
い
。

四

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

地
方
税
法
に
基
づ
き
鶴
ヶ
島
市
の
市
税

条
例
で
減
免
を
規
定
し
て
い
る
が
、
災

害
に
つ
い
て
の
制
度
を
設
け
て
い
な
い
。

質
問
一

市
立
中
学
校
に
お
け
る
ス
マ

ホ
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
。

二

ス
マ
ホ
・
ネ
ッ
ト
の
校
内
規
則
は
。

三

今
ま
で
の
ス
マ
ホ
使
用
上
の
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
。

四

今
後
の
使
用
上
の
規
正
・
指
導
に

つ
い
て
。

五

条
例
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
教
育
委
員
長
）

平
成
２６
年

７
月
に
県
教
育
委
員
会
で
携
帯
電
話
に

関
す
る
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
市
内

の
ス
マ
ホ
所
有
率
は
小
学
６
年
生
で
１４

・
３
㌫
、
中
学
２
年
生
で
は
５０
・
３
㌫

と
な
っ
て
い
る
。

二

ス
マ
ホ
や
携
帯
電
話
に
つ
い
て
は
、

学
習
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
市

内
１３
校
で
原
則
持
ち
込
み
禁
止
と
し
て

い
る
。

三

迷
惑
メ
ー
ル
、
チ
ェ
ー
ン
メ
ー
ル
、

メ
ー
ル
で
悪
口
を
書
か
れ
た
、
心
当
た

り
の
な
い
利
用
料
金
の
請
求
を
受
け
た

な
ど
、
よ
り
深
刻
な
問
題
に
発
展
し
そ

う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

各
学
校
で
、
そ
の
都
度
事
実
確
認
を
行

い
、
ス
マ
ホ
等
の
正
し
い
利
用
に
つ
い

て
継
続
的
に
指
導
し
て
い
く
。

四

市
教
育
委
員
会
は
、
県
警
の
サ
イ

バ
ー
犯
罪
課
等
を
講
師
と
し
て
関
係
教

職
員
を
対
象
に
、
ネ
ッ
ト
犯
罪
や
ト
ラ

ブ
ル
な
ど
の
情
報
教
育
に
関
す
る
研
修

を
行
い
、
各
学
校
へ
の
指
導
や
保
護
者

に
啓
発
を
行
っ
て
い
く
。

五

条
例
で
の
規
制
は
考
え
て
い
な
い
。

スマートフォン

新たな公的支援制度は

考えていない

齊藤 芳久 議員

雪害に対する雑損控除
の特例を

ス
マ
ホ
・
ネ
ッ
ト
依
存

の
防
止
策
を

杉
田

恭
之
議
員

降雪で潰れた市役所の駐輪場

ス
マ
ホ
所
有
率
中
学
２
年
生
で

約
５０
パ
ー
セ
ン
ト
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